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　ⅳ．重点要求

いじめ等の子どもの人権問題対策（２４２百万円）
　前年度から引き続いて実施しているいじめ相談メール受付システム，子ど
も人権ＳＯＳミニレター及び人権教室等に要する経費は一般要求として整理
し，新たに実施するスマートフォンバナー広告や企画担当委員の配備に要す
る経費については，重点要求として計上している。

　いじめ等の人権侵害の端緒を早期に把握するとともに，人権相談体制の整
備等を行うことにより，子どもの抱える問題の解決を促進し，再発防止のた
めの啓発活動を広く展開することで，より多くの相談を呼び込むことがで
き，いじめを苦にした子どもの自殺防止等に資する。

【日本再生に向けた改革工程表】P112
（２）Ⅰすべての人々のための社会・生活基盤の構築～生活・雇用戦略～
　１１．社会・環境分野の課題解決と経済成長を一体的に推進し，国民の不
　　　幸を最小化
　（１）政府だけでは解決できない社会的諸課題に対して，様々な主体が参
　　　画し，協働して国民のニーズにきめ細かに対応することで解決
　　　　自殺総合対策大綱の着実な実施
　
＜参　考＞
　○自殺総合対策大綱（平成２４年８月２８日閣議決定）
　　第３　自殺を予防するための当面の重点施策
　　　６．社会的な取組で自殺を防ぐ
　　　　(10)　いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　　　　　　地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じて子どもの悩みに寄り
　　　　　　添う「子どもの人権ＳＯＳミニレター」などの子どもの人権を守る
　　　　　　取組を引き続き実施する。

　スマートフォンバナー広告の掲載により，相談窓口の周知が見込める延べ
人数は，約１億４００万人（想定インプレッション数）となる。
　平成２３年の人権相談件数が２６６，６６５件であるところ，相談体制の
整備が行われることにより，新たな相談を呼び込むことが可能となる。
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事業主体

関連項目

人権救済・啓発活動の強化
１　子どもの人権１１０番の周知とインターネット人権相談へのアクセスの
　容易化のためのスマートフォンバナー広告掲載
２　人権擁護委員組織体と法務局との緊密な連絡体制を構築する役割を担う
　企画担当委員（人権擁護委員）の配備
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関連する
財政投融資、
税制改正、
規制改革、

制度金融等の施策

　インターネットバナー広告を活用した啓発活動は，現在も実施していると
ころであるが，バナー広告から相談窓口へリンク設定して，直接的に相談を
呼び込む取組は初めて実施するものである。
　また，現在，人権相談を担当する常駐の人権擁護委員は存在するが，いじ
めを始めとする様々な人権問題に適時適切に対処するため，人権擁護委員組
織体の自主的な活動を促進するとともに，法務局との緊密な連絡体制を構築
するための常駐の人権擁護委員を配備する取組は初めて実施するものであ
る。
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